
未定稿 

専門里親研修について 

 

 

 専門里親の研修は、次のとおり都道府県(指定都市及び児童相談所設置

市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人

その他の者が行う。 

 

１  別表の科目の欄に掲げるすべての科目について実施するものであ

ること。 

 

２ 講義、演習及び実習の方法により行うものであること。 

 

別表 

区 分  科 目  

養 育 の 本 質 ・ 目 的 及 び 対

象 の理 解 に関 する科 目  

社 会 福 祉 概 論 (講 義 ) 

児 童 福 祉 論 (講 義 )  

地 域 福 祉 論 (講 義 ) 

里 親 養 育 論 (講 義 )  

発 達 臨 床 心 理 学 (講 義 )  

社 会 福 祉 援 助 技 術 論 (講 義 )  

養 護 原 理 (講 義 )  

医 学 (児 童 精 神 医 学 を含 む。)(講 義 ) 

養 育 の内 容 及 び方 法 の理

解 に関 する科 目  

児 童 虐 待 援 助 論 (講 義 ・演 習 ) 

思 春 期 問 題 援 助 論 (講 義 ・演 習 ) 

家 族 援 助 論 (講 義 ・演 習 ) 

専 門 里 親 演 習 (講 義 ・演 習 ) 

障 害 福 祉 援 助 論 （講 義 ・演 習 ）

認 定 研 修  

 

 

養 育 実 習  養 育 実 習 (実 習 ) 

継続研修 児 童 福 祉 制 度 論  

専 門 里 親 演 習 (講 義 ・演 習 ) 

 

注１ 養育の本質・目的及び対象の理解に関する科目に関する講義は、通

信の方法によって行うことができる。この場合においては、添削指導

又は面接指導を適切な方法により行わなければならない。 

 

注２ 養育実習は、児童福祉法に規定する児童相談所、乳児院、児童養護

施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体

不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児

童自立支援施設において行うものとする。 

 

注３ 児童相談所、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は

児童自立支援施設において児童を処遇する職員として一定期間勤務

したことがある者その他児童の処遇に関する十分な知識及び経験を

有すると認められる者に対しては、相当と認められる範囲内で、科目

の一部を免除することができる。 
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３．施設に入所している子ども等の権利擁護の

強化に向けた取組について

○ 現時点で厚生労働省において検討している資料であり、今後変更の

可能性があり得るものである。

１ 「児童福祉行政指導監査の実施について」の一部改正について

２ 「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について
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